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河川法第４条第１項の

一級河川の指定等について

平成２８年６月
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河川の管理区分について（イメージ図）

ニ級河川

一級河川 二級河川

国（国土交通省）が管理

都道府県又は政令指定
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（指定区間）

都道府県又は政令指定都市
が管理
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都府県境

普通河川(河川法不適用)

市町村が管理

一級水系
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流水の占用の許可（第23条）、土地の占用の許可（第24条）、土石等の
採取の許可（第25条）、工作物の新築等の許可（第26条）、土地の掘削
等の許可（第27条）、竹木の流送等の禁止、制限又は許可（第28条）等
の河川の利用に係る許可・行為制限

一級河川指定されると・・・

河川管理者の監督処分（第75条）等、河川管理者からの行政監督

第102条以下の罰則の適用対象

・・・といった法規制の対象となる。

一方、一級河川指定されることで、各市町村の予算による改修、管理
だったものが、国・都道府県の費用負担による改修・管理の対象となる。

一級河川指定による効果
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一級河川指定による効果

一級河川に係る国の費用負担の原則

防災・安全交付金
総合流域防災事業による準用河川改修事業（国費率１／３）

一事業の総事業費が概ね４億円以上２４億円以内で、過去３ヶ年に氾濫被害が３回以
上発生した区域に関するもの等の一定の要件に該当するものに対して交付。

直轄区間（河川法第６０条第１項）

河川改修等
国庫負担率・・・２／３（一般工事）、７／１０（大規模工事）

河川維持修繕等
国庫負担率・・・１０／１０ ・・・等の国による費用負担

（残りは都道府県が負担）

指定区間（知事一部管理）（河川法第６０条第２項）

河川改修等
国庫負担率・・・１／２（河川改修工事）、

一定の大規模工事については、緊急性に応じ、
２／３又は５．５／１０等・・・等の国による費用負担

（残りは都道府県が負担）
（参考）
＜準用河川に対して国費が支出されるケース＞

等の交付金制度がある。
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・官報告示（一級河川指定）

一級河川指定の流れ

・都道府県からの要望聴取（地方整備局等）

・本省による地方整備局等からのヒアリング

・各省協議・関係都道府県への意見照会、承認（河川法第4条第3項）

※関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、当該都道府県
の議会の議決を経なければならない。（河川法第4条第4項）

・社会資本整備審議会への意見聴取（河川法第4条第3項）

一級河川指定手続きの流れ
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具体的には、次の１～４のようなものを指定をしている。

１ 河川のはん濫によりその流域の市街地等に被害が発生し、又は発生するおそれが
あり、整備の必要がある区間

２ 当該水系の河川の流水、水質等に影響を与えるおそれのある貯留、取水等が行わ
れる区間

３ 整備又は保全が必要な貴重な自然環境、優れた景観等がある区間

４ 河川の管理に必要なダムその他の河川管理施設が存する区間及び当該区間と一
体として管理を行う必要がある区間

※なお、既に指定済みの区間において、流路の変更、一体として管理する区間の変更
等の事情がある場合には、上下流端の変更等を行っている。

一級河川とは、一級水系に係る河川の区間のうち、河川の形状、流域の地形、土地
利用などを踏まえて、一体として管理する必要がある区間を指定している。

一級河川の指定にあたっての考え方



一級河川指定等関係公文書（写）
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一級河川指定等告示(案)
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